
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一般式 (I)：
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
のアルカノールアミンと；
一般式 (II)：
　ＨＯＯＣ－Ｒ 4－ＣＯＯＨ　　（ II）
のジカルボン酸あるいはその反応性誘導体と；及び
一般式 (III)：
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【化２】
　
　
　
　
　
の、任意にアルコキシ化される脂肪族アルコール、
（式中、Ｒ 1は水素、Ｃ 1－Ｃ 6のアルキル基、又は残基
【化３】
　
　
　
　
であり、Ｒ 2はＣ 1－Ｃ 6のアルキレン基であり、Ｒ 3は水素又はメチルであり、ｎは０又は
１と 20の間の整数であり、Ｒ 4は任意に置換又は非置換のＣ 1－Ｃ 3 6のアルキレン基、又は
アリーレン基であり、Ｒ 5は直鎖又は分岐鎖のＣ 2－Ｃ 2 2のアルキル基又はアルケニル基で
ある）
とのエステル化反応によって得られる、アルカノールアミンエステル。
【請求項２】
　一般式 (I)のアルカノールアミンが、任意にエチレンオキシド又はプロピレンオキシド
、あるいはそれらの混合物でアルコキシ化される、トリエタノールアミン、Ｎ－メチルジ
エタノールアミン、Ｎ－メチルジイソプロパノールアミン及びトリイソプロパノールアミ
ンから選択されることを特徴とする、請求項１に記載のアルカノールアミンエステル。
【請求項３】
　一般式 (II)のジカルボン酸が、コハク酸、リンゴ酸、グルタル酸、アジピン酸、セバシ
ン酸、ピメリン酸、スベリン酸、マレイン酸及びテレフタル酸、及び不飽和脂肪酸の熱オ
リゴマー化によって得られたもの、並びにそれらの混合物から選択されることを特徴とす
る、請求項１又は２のいずれかに記載のアルカノールアミンエステル。
【請求項４】
　一般式 (III)の脂肪族アルコールが、任意に硬化及び／又はアルコキ 化される天然由
来の油脂から誘導されるものから選択されることを特徴とする、請求項１から３のいずれ
か１項に記載のアルカノールアミンエステル。
【請求項５】
　前記一般式 (III)の脂肪族アルコールが、牛脂、パーム、オリーブ、ココナッツ、ひま
わり、大豆、ブドウの絞りかす又は菜種から誘導される、任意にエチレンオキシド又はプ
ロピレンオキシドでアルコキシ化される、硬化又は非硬化の脂肪族アルコールから選択さ
れることを特徴とする、請求項４に記載のアルカノールアミンエステル。
【請求項６】
　一般式 (IV)：
　　Ｒ 6－ＣＯＯＨ　　（ IV）
（式中、Ｒ 6は、任意にアルコキシ化される、直鎖又は分岐鎖のＣ 6－Ｃ 2 3のアルキル基も
しくはアルケニル基、又はアルキルエステル又は脂肪酸のグリセリド、及び／又はポリオ
ールである）
の脂肪酸が、前記エステル化反応混合物に添加されることを特徴とする、請求項１から５
のいずれか１項に記載のアルカノールアミンエステル。
【請求項７】
　前記脂肪酸が、任意に完全又は部分硬化される天然油脂から生成されるもの、並びに精
製又は合成脂肪酸から選択されることを特徴とする、請求項６に記載のアルカノールアミ
ンエステル。
【請求項８】
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　前記脂肪酸が、任意に全体的又は部分的に硬化される、ココナッツ、牛脂、パーム、ひ
まわり、大豆、オリーブ、ブドウの絞りかす及び菜種から誘導されるもの、及びラウリン
酸、ステアリン酸、パルミチン酸、オレイン酸、リノール酸及び２－エチルヘキサン酸、
から選択されることを特徴とする、請求項７に記載のアルカノールアミンエステル。
【請求項９】
　前記ポリオールが、アルコキシ化されてもよい、グリセリン、ペンタエリトリトール、
スクロース、ソルビトール、又はエチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレ
ングリコール及びジプロピレングリコールからなるグリコールから選択されることを特徴
とする、請求項６に記載のアルカノールアミンエステル。
【請求項１０】
　前記エステル化反応に加えられる試薬に関し：前記アルカノールアミンに対する前記ジ
カルボン酸のモル比は 0.2と 1.2の間で ことを特徴とする、請求項１から９のいずれか
１項に記載のアルカノールアミンエステル。
【請求項１１】
　前記アルカノールアミンに対する前記ジカルボン酸の前記モル比が、 0.3と 0.9の あ
ることを特徴とする、請求項 10に記載のアルカノールアミンエステル。
【請求項１２】
　

【請求項１３】
　前記脂肪族アルコールに対する前記脂肪酸の前記モル比が、 0.1と 5.0の あることを
特徴とする、請求項 に記載のアルカノールアミンエステル。
【請求項１４】
　前記エステル化反応が、 120℃と 220℃の間の温度に於いて２から 10時間の期間、任意に
５から 200ミリバールの減圧下で、且つエステル化触媒の存在下で、ジカルボン酸及び任
意の脂肪酸と、アルカノールアミンと脂肪族アルコールの混合物及び任意のポリオールと
の縮合によって行われることを特徴とする、請求項１から のいずれか１項に記載のアル
カノールアミンエステル。
【請求項１５】
　請求項１から のいずれか１項に記載のアルカノールアミンエステルの無機又は有機酸
との付加塩の形成によって得られるカチオン界面活性剤。
【請求項１６】
　前記無機又は有機酸が、塩酸、硫酸、リン酸、クエン酸及び乳酸から選択されることを
特徴とする、請求項 に記載のカチオン界面活性剤。
【請求項１７】
　前記請求項１から のいずれか１項に記載のアルカノールアミンエステルのアルキル化
試薬との反応による四級化によって得られる四級化エステル。
【請求項１８】
　前記アルキル化試薬が、塩化メチル、臭化メチル、硫酸ジメチル、硫酸ジエチル及び炭
酸ジメチルから選択されることを特徴とする、請求項 に記載の四級化エステル。
【請求項１９】
　任意に他の柔軟剤及び／又はコンディショニング剤との組み合わせを含む、天然繊維及
び合成繊維の柔軟及びコンディショニング処理のための前記請求項 及び のいずれかに
記載のカチオン界面活性剤の使用。
【請求項２０】
　織物繊維及び紙繊維のための、請求項 に記載の使用。
【請求項２１】
　毛髪繊維のための、請求項 に記載の使用。
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前記エステル化反応に加えられる試薬に関し：前記アルカノールアミンに対する前記脂
肪族アルコールと前記脂肪酸との合計のモル比は 0.2と 2.0の間であり、前記脂肪族アルコ
ールに対する前記脂肪酸のモル比は０と 10の間であることを特徴とする、請求項５から１
１のいずれか１項に記載のアルカノールアミンエステル。
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【請求項２２】
　任意に他の柔軟剤及び／又はコンディショニング剤との組み合わせを含む、天然繊維及
び合成繊維の柔軟及びコンディショニング処理のための前記請求項 及び のいずれかに
記載の四級化エステルの使用。
【請求項２３】
　織物繊維及び紙繊維のための、請求項 に記載の使用。
【請求項２４】
　毛髪繊維のための、請求項 に記載の使用。
【請求項２５】
　 (a)請求項 から のいずれか１項に記載の界面活性剤又は四級化エステルと、 (b)繊維
柔軟剤として作用する１つ又は複数のカチオン界面活性剤と、 (c)１つ又は複数の非イオ
ン性繊維コンディショニング界面活性剤を含有し、前記成分 (a)、 (b)及び (c)の合計量が
２重量％から 60重量％の間にあり、この場合において前記成分 (a)、 (b)及び (c)の全量に
対して、 (i)前記成分 (a)の重量割合が２％から 100％の間にあり、 (ii)前記成分 (b)の重量
割合が０％から 98％の間にあり、且つ (iii)前記成分 (c)の重量割合が０％から 40％の間に
ある、水性繊維柔軟化組成物。
【請求項２６】
　前記成分 (a)、 (b)及び (c)を合計で３重量％から 40重量％含有し、この場合において前
記成分 (a)、 (b)及び (c)の全量に対して、 (i)前記成分 (a)の重量割合が３％から 80％の間
にあり、 (ii)前記成分 (b)の重量割合が０％から 97％の間にあり、且つ (iii)前記成分 (c)
の重量割合が０％から 30％の間にある、請求項 に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アルカノールアミン、ジカルボン酸及び脂肪族アルコールから誘導される新規
なエステル、及びそれから得られるカチオン界面活性剤、並びにそれらの、天然繊維及び
合成繊維のための柔軟剤としての使用に関する。
【０００２】
【従来の技術】
アミンから誘導されるカチオン界面活性剤は、全てのタイプの天然繊維及び合成繊維のた
めの柔軟剤及びコンディショニング剤として、且つ、織物繊維及び紙の処理などの分野、
さらには毛髪用衛生製品に於いて、数十年間、広く使用されてきた。
【０００３】
環境保護の理由から、その優れた微生物分解性のために、疎水性炭化水素鎖が官能性エス
テル基により分断されたカチオン系アミン誘導体の使用は長い間有用であり、使用されて
きたそれらの殆どは、四級化エステル (esterquat)として一般に知られるポリアルカノー
ルアミンエステルの四級化誘導体であり、それらのうち最も良く使用されるタイプが、比
較的低いコストの理由から、トリエタノールアミンからの誘導体である。
【０００４】
前述の四級化エステルが、アルカノールアミンと脂肪酸又はそれらの官能化反応性誘導体
とのエステル化反応によって予め製造されたアルカノールアミンエステルの、ハロゲン化
アルキルやアルキル硫酸などのアルキル化剤での四級化によって調製されることも又、周
知である。これに関する多数の参考文献が存在し、そのうち、特許又は特許出願として、
FR-A-1593921号、 EP-A-239910号、 EP-A-295385号、 WO-A-9101295号、 DE-C-19539846号及
び WO-A-9849132号、その他多数が挙げられる。
【０００５】
しかしながら、四級化エステルが、エステル基を有さないそれらの類似体と比較して、効
果の低い柔軟剤であることが良く知られており、このことが、これら四級化エステルの柔
軟効果の改善に向けた様々な技術的発展を導いた。
【０００６】
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例えば、米国特許第 5593614号は、非イオン界面活性剤との混合による四級化エステルの
柔軟化効果の改善を開示しており、米国特許第 5501806号は、四級化エステルと他のカチ
オン界面活性剤との混合を提案しており、又、特許出願 EP-A-394133号には、柔軟性を改
善するための添加剤としてのアクリル系カチオンポリマーの使用を開示している。
【０００７】
英国特許 GB-602048号には、トリエタノールアミンとジカルボン酸及び脂肪酸とのエステ
ル化反応、並びに、塩化メチル又は硫酸ジメチルでのそれらの四級化に基づく、オリゴマ
ー状アルカノールアミンエステルと、天然及び合成繊維用の柔軟剤としてのそれらの使用
が記載されており、米国特許第 4719382号及び第 4237016号には、エステル基を有さないカ
チオン界面活性剤の柔軟化効果を改善するための添加剤として、多くの他のタイプのカチ
オン系ポリマーの中で、前述の英国特許に記載の四級化エステルの使用が記載されている
。さらに、特許出願 WO-A-9812293号には、柔軟効果の改善を目的とする、四級化エステル
を含有する柔軟化組成物の水相に取り込まれる添加剤としての同様のオリゴマー状四級化
エステルの使用が開示されている。
【０００８】
ドイツ国特許 DE-C-19539846号は、ジカルボン酸、脂肪酸及びトリエタノールアミンから
誘導される四級化エステルの合成、並びにそれらのヘア・コンディショナーとしての使用
を開示しており、特許 DE-C-19715835号は、メチルジエタノールアミンと脂肪酸とジカル
ボン酸との混合物との反応、続くエトキシ化及び／又は四級化に基づく四級化エステルを
開示している。
【０００９】
特許 WO-A-9849132号には、特定の選択割合範囲内のジカルボン酸／脂肪酸／トリエタノー
ルアミンから誘導される四級化エステルの合成、及び繊維柔軟化組成物中へのそれらの使
用が開示されている。
【００１０】
最後に、特許 DE-C-19519876号には、トリアルカノールアミンと、脂肪酸、ジカルボン酸
及びソルビトールの混合物との反応、及びこれに続く生成されたエステルの四級化及び／
又はエトキシ化に基づく四級化エステルが記載されている。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、本発明者が知る限り、従来の技術は、通常、脂肪酸のエステル化により直
接的に且つ主として生じる疎水性鎖を有するアルカノールアミンエステル及びそれらに対
応する四級化エステルに関連する。そのため、脂肪族アルコールのエステル化により主と
して生じ、ジカルボン酸の橋渡しにより分子のカチオン部分と結合する疎水性鎖を有し、
更に高度に優れた生分解性や従来の四級化エステルよりも優れた柔軟効果を有するアルカ
ノールアミンエステル及びそれらに対応する四級化エステルに関する記述は見出されてい
ない。
【００１２】
本発明の課題は、アルカノールアミン、ジカルボン酸及び脂肪族アルコールから誘導され
る新規なエステル、及びそれから得られるカチオン界面活性剤である
【００１３】
また、本発明の課題には、アルカノールアミン、ジカルボン酸及び脂肪族アルコールから
誘導される前述のエステル、特にそれから得られる四級化エステルに基づくカチオン界面
活性剤の天然及び合成繊維のコンディショニング剤及び柔軟剤としての使用も含む。
【００１４】
また、本発明の課題は、又、活性成分あるいは柔軟効果を改善するための添加剤のいずれ
かとして、アルカノールアミン、ジカルボン酸及び脂肪酸から誘導される前述のエステル
、特にそれから得られる四級化エステルに基づくカチオン界面活性剤を含有する織物繊維
用水性柔軟化組成物も含む。
【００１５】
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【課題を解決するための手段】
本発明のアルカノールアミンエステルは、一般式 (I)のアルカノールアミンと
【００１６】
【化４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１７】
一般式 (II)のジカルボン酸あるいはその反応性誘導体と
ＨＯＯＣ－Ｒ 4－ＣＯＯＨ　　（ II）
【００１８】
一般式 (III)の任意にアルコキシ化される脂肪族アルコールとのエステル化反応によって
得られる。
【００１９】
【化５】
　
　
　
　
　
　
【００２０】
（式中、Ｒ 1は水素、Ｃ 1－Ｃ 6のアルキル基、又は残基
【００２１】
【化６】
　
　
　
　
　
【００２２】
であり、Ｒ 2はＣ 1－Ｃ 6のアルキレン基であり、Ｒ 3は水素又はメチルであり、ｎは０又は
１と 20の間の整数であり、Ｒ 4は任意に置換又は非置換のＣ 1－Ｃ 3 6のアルキレン基、又は
アリーレン基であり、Ｒ 5は直鎖又は分岐鎖のＣ 2－Ｃ 2 2のアルキル基又はアルケニル基で
ある。
【００２３】
任意に、一般式 (IV)の脂肪酸が反応混合物中に導入され得る。
Ｒ 6－ＣＯＯＨ　　（ IV）
（式中、Ｒ 6は、任意にアルコキシ化される、直鎖又は分岐鎖のＣ 6－Ｃ 2 3のアルキル基又
はアルケニル基、あるいはアルキルエステル又は脂肪酸のグリセリド、及び／又はポリオ
ールである）
【００２４】
使用され得るアルカノールアミンの例を次に挙げる。トリエタノールアミン、Ｎ－メチル
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ジエタノールアミン、Ｎ－メチルジイソプロパノールアミン及びトリイソプロパノールア
ミンであり、これらは任意にエチレンオキシド又はプロピレンオキシドでアルコキシ化さ
れ、それらの混合物でもよく、非アルコキシ化アルカノールアミン、特にトリエタノール
アミン、が好ましい。
【００２５】
　ジカルボン酸の例としては、全ての例を示すものではないが、コハク酸、リンゴ酸、グ
ルタル酸、アジピン酸、セバシン酸、ピメリン酸、スベリン酸、マレイン酸及びテレフタ
ル酸、さらには又、 Unichema Internationalより PRIPOL 、例えば PRIPOL

 1009、の名称で市場で取り引きされている、不飽和脂肪酸の熱オリゴマー化に
よって生成される、脂肪酸の二量体、即ちダイマー脂肪酸として知られるもの、あるいは
前述の酸の混合物が挙げられる。アジピン酸が好ましい。
【００２６】
任意にエチレンオキシド又はプロピレンオキシドでアルコキシ化される、式 (III)の脂肪
族アルコールは、例えば牛脂、パーム、オリーブ、ココナッツ、ひまわり、大豆、ブドウ
の絞りかす又は菜種等、天然由来の油脂から得られる硬化又は非硬化の脂肪族アルコール
であってよく、主に 16と 18の間の炭素原子を含む非アルコキシ化アルコールが好ましい。
【００２７】
任意にエステル化反応に含まれ得る脂肪酸の例としては、任意に完全又は部分硬化される
、ココナッツ、牛脂、パーム、ひまわり、大豆、オレイン、油の残りかす等、植物油脂及
び動物油脂から得られるもの、並びにラウリン酸、ステアリン酸、パルミチン酸、オレイ
ン酸、リノール酸及びエチルヘキサン酸等の精製又は合成脂肪酸である。
【００２８】
任意にエステル化反応に含まれ得るポリオールとしては、例えば、グリセリン、ペンタエ
リトリトール、スクロース、グルコース、ソルビトール、又はエチレングリコール、プロ
ピレングリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール等のグリコールであ
って良い。
【００２９】
　本発明の目的に有益なものとして：

　ジカルボン酸のアルカノールアミンに対するモル比は、 0.2と 1.2の間であり、好まし
くは 0.3と 0.9の間であり、最も好ましくは 0.4と 0.8の間であり、

　脂肪族アルコールと脂肪酸との合計のアルカノールアミンに対するモル比は、 0.2と
の間であり、且つ
　脂肪酸の脂肪族アルコールに対するモル比は、０と 10の間、好ましくは 0.1と 5.0の間

、最も好ましくは 0.5と 1.0の間である。
　エステル化反応は、本書に参照のために取り入れられる特許出願 WO-A-9849132号に開

示されているような、それ自体知られた方法で行われる。
【００３０】
　本エステル化反応は、ジカルボン酸及び任意の脂肪酸と、アルカノールアミンと脂肪族
アルコールとの混合物及び任意のポリオールとの縮合によって、 120 と 220 の間の温度
、２～ 10時間の期間、好ましくは約５から 200ミリバールの減圧下で、且つ例えば、次亜
リン酸及びパラトルエンスルホン酸などの、従来の四級化エステルのエステル化用として
既知の幾つかの触媒の存在下で、また、トコフェロール、 BHT、 BHA、クエン酸等の通常の
幾つかの安定化剤及び抗酸化剤の存在下で、好ましくは行われる。また、本エステル化反
応は、まず第１に、ジカルボン酸とトリエタノールアミンとを縮合し、次いで脂肪族アル
コールを添加して行うこともできる。
【００３１】
本エステル化反応が、代わりにジカルボン酸の反応性誘導体、例えばそれらのエステル、
無水物又は酸クロライドで開始する他の慣用技術により行われてもよいことは、当業者に
は明らかとなろう。
【００３２】
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このようにして生成されたエステルは、織物、紙及び毛髪などの天然及び合成繊維の柔軟
化及びコンディショニング処理に於ける使用で有効なカチオン界面活性剤の調製に有用で
ある。このカチオン界面活性剤は、アルキル化剤による四級化ですることによって得られ
る四級化エステル、あるいは本発明のアルカノールアミンエステルと塩酸、硫酸、リン酸
、クエン酸、及び乳酸などの無機又は有機酸との付加塩であってよい。四級化エステルは
、カチオン繊維柔軟化界面活性剤として好ましい。
【００３３】
四級化エステルは、例えば、上述の特許出願 WO-A-9849132号に記載のものなど、それ自身
も又既知である追加の四級化反応により、本発明のアルカノールアミンエステルから生成
される。
【００３４】
エステル化により得られた反応混合物は、例えば、塩化メチル、臭化メチル、硫酸ジメチ
ル、硫酸ジエチル、カルボン酸ジメチル等のアルキル化用製品と、好ましくはそれらの取
り扱いを容易にするイソプロパノール、エタノール、プロピレングリコール、エチレング
リコール、ジプロピレングリコール、脂肪族アルコール等のような有機溶媒の存在下で反
応させられ、次いで塩酸、硫酸、リン酸、クエン酸等の酸いずれかを添加することによっ
て pHが 1.5と 7.0の間、好ましくは２と 4.5の間に調整される。
【００３５】
本発明のアルカノールアミンエステルから得られるカチオン界面活性剤は、極めて高度の
繊維柔軟化効果を示し且つ、また、その生分解性の程度のために、環境の観点から十分に
許容される。さらには、該界面活性剤は、主要なあるいは優位な割合で使用されない場合
でさえ、従来の四級化エステル及び他のカチオン界面活性剤をベースとする組成物の柔軟
効果を著しく改善し、又、繊維柔軟剤として使用される場合、洗浄後及びすすぎ途中で織
物繊維中にアニオン界面活性剤残滓が存在することによる悪影響を相殺する。
【００３６】
要するに、本発明のアルカノールアミンエステルから得られるカチオン界面活性剤は、繊
維柔軟剤あるいは毛髪コンディショナー組成物の基本物質として、又、他のカチオン界面
活性剤又はそれ由来の混合物が主要活性成分である柔軟剤組成物あるいは洗浄剤用の添加
剤としても使用され得る。繊維の感触を改善するだけでなく、その繊維柔軟化組成物中へ
の使用は、アイロンかけを容易にし、さらに洗濯の間のしわの発生を低減し、毛髪コンデ
ィショナー、又はシャンプーへの添加剤としての使用は、毛髪の櫛通り及び外観を改善す
る。
【００３７】
本特許に記述されているいくつかの生成物、特に脂肪鎖が不飽和結合を有するものについ
ては、この種の組成物に通常使用される溶媒を使用する必要なく、半透明又は透明な柔軟
剤組成物を製造することが可能である。
【００３８】
限定するものではないが、特に本発明は：
(a)本発明のアルカノールアミンエステルから得られるカチオン界面活性剤又は四級化エ
ステル、
(b)繊維柔軟剤として作用する１つ又は複数のカチオン界面活性剤、
(c)１つ又は複数の非イオン性繊維コンディショニング界面活性剤、
を含有し、
前記成分 (a)、 (b)及び (c)の合計量が２重量％から 60重量％の間にあり、この場合におい
て前記成分 (a)、 (b)及び (c)の全量に対して、
(i)前記成分 (a)の重量割合が２％から 100％の間にあり、
(ii)前記成分 (b)の重量割合が０％から 98％の間にあり、
且つ (iii)前記成分 (c)の重量割合が０％から 40％の間にあり、
残りの構成要素が水及び水性繊維柔軟化組成物に通常使用されるものから選択される他の
任意成分である水性繊維柔軟剤組成物を包含する。
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【００３９】
好ましくは、上記本発明の水性繊維柔軟化組成物は、成分 (a)、 (b)及び (c)を合計で３重
量％から 40重量％含有し、この場合において前記成分 (a)、 (b)及び (c)の全量に対して、
(i)前記成分 (a)の重量割合が３％から 80％の間にあり、
(ii)前記成分 (b)の重量割合が０％から 97％の間にあり、且つ
(iii)前記成分 (c)の重量割合が０％から 30％の間にあり、
残りの構成要素が水及び水性繊維柔軟化組成物に通常使用されるものから選択される他の
任意成分である。
【００４０】
繊維柔軟剤として作用し、本発明の柔軟化組成物の成分 (b)を構成するカチオン界面活性
剤は、当業者には周知である。
【００４１】
　これらの中でも、例えば、米国特許第 4719382号及び第 4237016号に開示の疎水鎖がエス
テル基で分断されない第四級アンモニウム化合物が挙げられ、それらの中でも、 QUARTAMI
N  D86Pの商標で、 KAO Corporation, S.A.から販売され、 DTDMACとしてもま
た知られる硬化牛脂ジアルキルジメチルアンモニウムクロライドは、最も良く知られてい
る。
【００４２】
　本４級化エステルは、他の多くのものの中でも、参照を行うことによって本明細書中に
取り込まれた、本明細書中で既に引用された文献中に見出されるものが好ましく、そして
それらの中で重要な例は次の通りである

　米国特許第 4137180号及び欧州特許出願 EP-A-0585040号に記載の、四級化された、脂
肪酸の 1,2－ジヒドロキシ－３－ジメチルアミノプロパンとのジエステル

　仏国特許出願 FR-A-1593921号及び欧州特許出願 EP-B-0239910号などに記載の、四級化
された、脂肪酸のＮ－メチルジエタノールアミンとのジエステル、例えば、 KAOSOFT

 PHの標章のもと KAO Corporation, S.A.から販売されている塩化メチルで四級化
された硬化牛脂ジエステル

　Ｎ－メチル－Ｎ－アミノプロピルエタノールアミンによる脂肪酸アミドエステルの塩
、例えば、 KAOSOFT  1の標章のもと KAO Corporationから販売されているもの

　米国特許第 3915867号及びその後の多数の特許などに記載の、四級化された、脂肪酸
のトリエタノールアミンとのジエステル、例えば、硫酸ジメチルで四級化された部分的に
硬化された牛脂などであり、 TETRANYL  AT-7590及び TETRANYL  L
1/90の標章のもと KAO Corporation, S.A.から販売されている。
【００４３】
生成物は変動する量のモノエステル化合物、トリエタノールアミンの場合にはトリエステ
ル化合物、をなお含むかもしれないが、用語「ジエステル」が用いられる場合、ジエステ
ルが混合物の主要な構成成分であることを表わしていると意図されていることに注意すべ
きである。
【００４４】
　また、カチオン界面活性剤の柔軟化特性を考慮すると、特許出願 WO-A-9849132号に記載
のオリゴマー状カチオン界面活性剤、例えば、 TETRANYL  PH-2及び TETRANYL

 PH-5の表示のもと KAO Corporation, S.A.から販売されているものもまた含
まれる。
【００４５】
　成分 (c)を構成する繊維コンディショニング非イオン界面活性剤もまた、当業者には良
く知られており、それらの中で挙げられるものは：脂肪酸、アルコキシ化された又はアル
コキシ化されていない脂肪酸エステル、特に直鎖又は分岐鎖のＣ 8－Ｃ 1 8の脂肪酸エステ
ル、アルコキシ化された又はアルコキシ化されていないゲルベアルコール、グリセリンエ
ステル、アルコキシ化された又はアルコキシ化されていないソルビタンエステル、例えば
、 KAO Corporation, S.A.により市販されている KAOPAN 、スクロースエステ
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ル、Ｃ 8 - 1 8の脂肪族アルコール、任意にアルコキシ化されるグリセリンエステル、例えば
、 KAO Corporation, S.A.により市販されている LEVENOL 、及びアルコキシ化
された又はアルコキシ化されていないペンタエリトリトールエステルである。
【００４６】
当業者によく知られた可能性の全てを網羅する記述と考えられるべきではないが、他の任
意成分については以下のものが挙げられる：
a)　シリコーン、アミンオキシド、ラウリルエーテル硫酸もしくはラウリル硫酸のような
アニオン界面活性剤、ココアミドプロピルベタインもしくはアルキルベタインのような両
性界面活性剤、スルホコハク酸、ポリグルコシデート誘導体のような、柔軟化組成物の性
能を改善する他の製品
b)　短鎖アミンの塩、例えば、四級化された又は四級化されていない、トリエタノールア
ミン、Ｎ－メチルジエタノールアミン等、及び、例えばエトキシ化脂肪族アルコール、エ
トキシ化脂肪族アミン、エトキシ化アルキルフェノールなどの非イオン界面活性剤のよう
な安定化剤
c)　例えば塩化カルシウム、塩化マグネシウム、硫酸カルシウム、塩化ナトリウムなどの
無機塩など、粘度制御を改善する製品；例えばエチレングリコール、ジプロピレングリコ
ール、ポリグリコール等のグリコール化合物のような濃縮組成物の粘度を低減するのに役
立つ製品；希釈された組成物のための増粘剤、例えば、セルロース、グアーガムなどから
誘導されるポリマー等
d)　無機及び／又は有機の任意の型の酸、例えば塩酸、硫酸、リン酸及びクエン酸などの
ような、好ましくは 1.5と 4.5に pHを調整するための成分
e)　既知のテレフタレートベースのポリマー又はコポリマーのような“防汚性”を改善す
る剤
f)　ホルモル、 Kathon GC、 Bronopolなどのバクテリア防腐剤
g)　抗酸化剤、着色物質、香料、殺菌剤、殺かび剤、防食剤、防しわ剤、乳白剤、光沢剤
、パール化剤のような他の製品
【００４７】
本発明の柔軟化組成物は、当業者等に良く知られている方法を用いて、構成成分が分散又
は溶解するまで混合することにより簡単に製造され得る。
【００４８】
【実施例】
以下の実施例は、当業者に本発明の十分に明確で完全な説明を提供するために示されるも
のであるが、本明細書の前半部で説明したように、本発明の課題の本質的な一面を制限す
るものと理解されるべきではない。
【００４９】
　実施例１～ 15　アルカノールアミンエステルの調製
　表１の生成物を、表１に表示した試薬及び量を使用し、以下の一般的なエステル化方法
に従って調製した。
　アルカノールアミン及び脂肪族アルコール、並びに適当な箇所でポリオールを、撹拌器
、温度計及び不活性ガス用導入口を備えた反応フラスコ内で混合した。続いてエステル化
触媒、全量に対して 1000ppmの含有量となる量の 50重量％次亜リン酸、又は、代わりに全
量に対して 500ppmの含有量となる量のパラトルエンスルホン酸を加えた。混合物を不活性
雰囲気中で 100 まで加熱し、ジカルボン酸及び、適当な箇所で脂肪酸を加え、 170 まで
温度を上昇させ、混合物の酸度インデックスが５ mgKOH／ｇを下回るまでエステル化水を
留出ながら、その温度を維持した。
【００５０】
適当な箇所でエステル化生成物は通常のエチレンオキシドを用いるエトキシ化反応に供さ
れる。
【００５１】
【表１】
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【００５２】
エステル化により得られた生成物は、本発明の目的物であって、化合物の非常に複雑な混
合物であり、且つ生成されたそのままの粗の形態で、本発明の他の目的物であるカチオン
界面活性剤及び四級化エステルを調製するのに有用である。
【００５３】
実施例 16　界面活性剤付加塩の調製
　実施例６のエステル化生成物を、全量に対して 15％の含有量を与えるのに十分な量のイ
ソプロピルアルコール、全量に対して 500ppmの含有量を与えるのに必要な量の BHTと共に
、撹拌器、温度計及び滴下ロートを備えた反応フラスコに充填した。混合物を 50 まで加
熱して、全生成物を塩化させる理論量の 30％塩酸溶液を１時間かけて加え、 50 ～ 55 の
温度でさらに１～２時間撹拌を続けた。
【００５４】
他のエステル化生成物の付加塩は、塩酸又は他の異なる酸の何れかを用いて同様の方法で
得ることができる。
【００５５】
実施例 17～ 30　四級化エステルの調製
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表２の四級化エステルを、表２に示す試薬を使用して、以下の一般的な四級化方法に従っ
て調製した。
【００５６】
塩化メチルによる四級化
　エステル化工程で得られた生成物を、粗四級化生成物に対して約８重量％と 12重量％の
間で存在するのに十分な量のイソプロピルアルコール、任意に、全量に対して 500ppmの含
有量となるのに必要な量の BHTと共に、加圧下で操作でき、撹拌器、滴下ロート及び温度
計を備えた反応フラスコに充填した。混合物を 85 ～ 90 まで加熱し、圧力を２と３ kg／
cm2の間に保ちながら、理論量より若干多い量の塩化メチルを加えた。塩化メチルの添加
完了後、反応混合物の撹拌を 80 ～ 85 で１～２時間続けた。
【００５７】
硫酸ジメチルによる四級化
　エステル化工程で得られた生成物を、最終生成物に対して約８重量％と 12重量％の間で
存在するのに十分な量のイソプロピルアルコール及び／又はエチルアルコール、任意に、
全量に対して 500ppmの含有量となるのに必要な量の BHTと共に、撹拌器、滴下ロート及び
温度計を備えた１リットル反応フラスコに充填した。混合物を 50 まで加熱し、理論量を
若干下回る量の硫酸ジメチルを１～２時間かけてゆっくりと加えた。添加完了後、反応混
合物の撹拌を 50 ～ 55 でさらに３～４時間続けた。
【００５８】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５９】
このようにして得られた四級化エステルもまた、化合物の非常に複雑な混合物であり、且
つ生成されたそのままの粗の形態で、天然及び合成繊維の柔軟化及びコンディショニング
用組成物を調製するのに有用である。
【００６０】

10

20

30

40

50

(12) JP 4021152 B2 2007.12.12

℃ ℃

℃ ℃

℃

℃ ℃



実施例 31　繊維に於ける柔軟性試験
上記に実施例に従って製造されたカチオン界面活性剤の柔軟性試験、及び他の従来のカチ
オン界面活性剤を用いて実施された比較試験を、それらの実使用に近似する条件で行った
。織物繊維の重量に対する柔軟基剤有効分の２つの比率、すなわち、織物繊維の重量に対
して 0.1重量％及び 0.2重量％の乾燥固形柔軟基剤有効分となる使用量で得られた結果を比
較した。
【００６１】
　試験は、綿製のタオルについて、 MIELE 洗濯機中で 25EHF（フランス硬度）
の水を使用し、 COLON の商標のもと Benckiser社よりスペインで市販されてい
る洗浄剤を用い、５回の洗浄操作、及び各洗浄後のすすぎ段階での５回の柔軟化操作を行
うことで、実施した。
【００６２】
　試験結果を、 20人の熟練したパネリストの主観的な見解を定量化し、これに基づいて得
られた値の統計平均を計算することによって評価した。その基準は、 a)ブランク、すなわ
ち洗浄後柔軟剤を使用して処理しなかった綿のタオルの値を０とし、 b)KAO Corporation 
S.A.から市販されている QUARTAMIN  D86Pなる硬化牛脂ジアルキルジメチルア
ンモニウムクロライドによる柔軟性を対照として値を 10とした。この化合物は、極めて効
果的であると認識される慣用の４級化柔軟化合物であり、その炭化水素鎖にエステル基が
挿入されていないことにより、環境許容性はより低い。得られた結果を表３に示す。
【００６３】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６４】
表３の結果から、本発明のカチオン界面活性剤からなる柔軟基剤有効分は、従来の四級化
エステルよりも優れた柔軟化効果をもたらし、且つ、幾つかの例では、柔軟化効果の高さ
で一般的に知られている対照品によって得られた柔軟化効果に近いものであることが明瞭
に判断できる。
【００６５】
実施例 32～ 46　水性繊維柔軟化組成物
表４に示す柔軟化組成物を、従来の撹拌及び混合方法によって調製した。表４中に示され
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たパーセントは組成物の全重量に対するものである。組成物の柔軟化効果を実施例 31に記
載した方法で評価した。
【００６６】
　表４に於いて：
TETRANYL  AT-7590は、 KAO Corporation, S.A.より市販されている、トリエ
タノールアミンから誘導される在来の四級化エステルである。
TETRANYL  L1-90は、 KAO Corporation, S.A.より市販されている、トリエタ
ノールアミンから誘導される在来の四級化エステルである。
KAOSOFT  PHは、 KAO Corporation, S.A.より市販されている、メチルジエタ
ノールアミンから誘導される在来の四級化エステルである。
KAOSOFT  1は、 KAO Corporationより市販されている、アミドエステルである
。
TETRANYL  PH-5は、 KAO Corporation, S.A.より市販されている、カチオン系
オリゴマー生成物である。
QUARTAMIN  D86Pは、 KAO Corporation, S.A.より市販されている、硬化牛脂
ジアルキルジメチルアンモニウムクロライドである。
LEVENOL  C-421は、 KAO Corporation, S.A.より市販されている、エトキシ化
グリセリンエステルである。
KAOPAN  SP-120は、 KAO Corporation, S.A.より市販されている、ソルビタン
エステルである。
【００６７】
【表４】
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【００６８】
表４中の柔軟性の結果は、全ての組成物が高度の柔軟化効果を有することを示し、また、
他の柔軟基剤有効分、特にトリエタノールアミン及びメチルジエタノールアミンから誘導
された従来の四級化エステルの場合、と混合される添加剤としての本発明のカチオン界面
活性剤の使用は、それらの柔軟化効果を著しく改善することが強調されるべきである。
【００６９】
本発明のエステルの本質を、影響、改変、変更あるいは修正しない改良は、本発明の範囲
内に包含される。
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